
西暦÷４

昭和64年 1月7日まで

平成1年 1月8日から

平成2年 1990 昭和65年 497.5

平成3年 1991 昭和66年 497.75

平成4年 1992 昭和67年 498 閏年

平成5年 1993 昭和68年 498.25

平成6年 1994 昭和69年 498.5

平成7年 1995 昭和70年 498.75

平成8年 1996 昭和71年 499 閏年

平成9年 1997 昭和72年 499.25

平成10年 1998 昭和73年 499.5

平成11年 1999 昭和74年 499.75

平成12年 2000 昭和75年 500 閏年

平成13年 2001 500.25

平成14年 2002 500.5

平成15年 2003 500.75

平成16年 2004 501 閏年

平成17年 2005 501.25

平成18年 2006 501.5

平成19年 2007 501.75

平成20年 2008 502 閏年

平成21年 2009 502.25

平成22年 2010 502.5

平成23年 2011 502.75

平成24年 2012 503 閏年

平成25年 2013 503.25

平成26年 2014 503.5

平成27年 2015 503.75

平成28年 2016 504 閏年

平成29年 2017 504.25

平成30年 2018 504.5

平成31年 4月30日まで

令和1年 5月1日から

閏年

4月1日より改正債権法施行

令和3年 2021 平成33年 505.25

令和4年 2022 平成34年 505.5

令和5年 2023 平成35年 505.75

令和6年 2024 平成36年 506 閏年

令和7年 2025 平成37年 506.25

令和8年 2026 平成38年 506.5

令和9年 2027 平成39年 506.75

令和10年 2028 平成40年 507 閏年

1989

2019 504.75

497.25

令和2年 2020 平成32年 505


